
標準仕様書改正対応表（固定資産税）

標準仕様書改定内容（案）
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業務フロー

ツリー図
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１．全国意見照会結果による標準仕様書見直し

1

当該帳票は汎用紙に印刷し、三つ折りの上、市民に交付する運用が想

定される、折り曲げ厳禁文言が必須であると、実態と文言が矛盾するた

め、市民からのクレームとなり得るため、標準オプションが妥当であると考え

る

○ 5.0版 令和9年4月1日 ● ● 0120062,0120063：納税通知書(土地・家屋・償却資産)

0120064,0120065：納税通知書(土地・家屋)

0120066,0120067：納税通知書(償却資産)

納税通知書上の固定文言削除 ◎この用紙は折り曲げたり、汚したりせずに保管ください。 記載削除 封筒や自治体による送付方法により、折り曲げる運用を採用

する自治体が想定されることを踏まえ、本記載は削除する。

質問 ①要件化又は修正について、賛否をご回答ください。また、適切な文言

があればその理由と併せてご回答ください。

②反対の場合、理由をご回答ください。

賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 折り曲げ厳禁の削除には賛成

だが、汚さないよう大切に保管

してください等の一文があっても

よいのではないか

賛成 ー 賛成 この用紙は再発行でき

ませんので大切に保管

してください。

と記載したい。

賛成 賛成 賛成 その

他

照会内容について回答する立場

にありません。

その

他

市町村の実務に関する

事項のため、回答を控

えます。

11 0 2 レイアウトの文言を以下のとおりに修正する。

【修正前】

この用紙は折り曲げたり、汚したりせずに保管ください。

【修正後】

この用紙は汚したりせずに大切に保管してください。

2

氏名（ふりがな）、氏名（全角アルファベット）を実装必須機能で追加

するのであれば、生年月日も「実装必須機能（※）」ではなく、実装必須

機能に入れるべき。２段階で項目追加のための改修は非効率

○ 5.0版 令和9年4月1日 ● 機能ID:

0120338

0120341

複数機能要件の統合 機能ID：0120341　実装区分：実装必須

・権利者情報（住所、氏名(漢字)、氏名（ふりがな）、氏名（全角アルファベット）、持分）

・義務者情報（住所、氏名(漢字)、氏名（ふりがな）、氏名（全角アルファベット）、持分）

機能ID：0120332　実装区分：実装必須（※）

・権利者情報（生年月日）

・義務者情報（生年月日）

機能ID：0120341　実装区分：実装必須

・権利者情報（住所、氏名(漢字)、氏名（ふりがな）、氏名（全角アルファベット）、持分、生年月日）

・義務者情報（住所、氏名(漢字)、氏名（ふりがな）、氏名（全角アルファベット）、持分、生年月日）

機能ID：0120332も類似の修正

なお、複数の修正が生じていることを踏まえ、本修正は資料

「【WT資料】03_5.0版案（見え消し）009006_4_機能

要件_012固定資産税_02」には反映しておりません。先の変

更前後をご確認の上、賛否をご回答ください。

質問 ①要件化又は修正について、賛否をご回答ください。また、適

切な文言があればその理由と併せてご回答ください。

②反対意見がございましたら記載してください。

③【ベンダー向け】

要否については検討中ですが、採用された場合における実装可

能時期をご回答ください。

反対 実運用上、生年月日が不足していること

で不都合を感じません。

賛成 賛成 賛成 その

他

生年月日をまとめて要件設定することにつ

いては特段意見ありません。

ただ、ふりがな及び生年月日について通知

がされるのは、検索用情報の申出の通知

の場合に限るものと認識しているところ、所

有権移転がない場合に「権利者」が所有

者を指すものとして検索用情報通知に当

てはめるのは理解できるものの、「義務者」

についてふりがな等の通知はされないと思わ

れ、過剰要件と想定されます。

賛成 その

他

本市は機能要件には準拠しないため、回答

は控えさせていただきます。

賛成 賛成 生年月日にについて入力必

須ではなければ問題ありませ

ん。

賛成 賛成 その

他

照会内容について回答する立場

にありません。

賛成 異論ございません。 9 1 3 ・賛成多数かつ本項目追加に伴い法令上や事務運用上における致命的な不都

合は意見として挙がらなかったため、WT結果を踏まえ、実装区分を実装必須にて

要件化する。なお、事業者の負担を考慮し、適合基準日は令和10年４月1日に

て要件化する。

実装区分：実装必須

・権利者情報（住所、氏名(漢字)、氏名（ふりがな）、氏名（全角アルファベッ

ト）、持分、生年月日）

・義務者情報（住所、氏名(漢字)、氏名（ふりがな）、氏名（全角アルファベッ

ト）、持分、生年月日）

２．地方団体からの要望等による標準仕様書見直し

3

宛名欄と納税義務者情報それぞれを印字する帳票について、備考欄より

諸元表上何れの項目でも送付先が設定されている場合に送付先を印字

するように見受けられる。原則納税義務者欄に送付先を印字する事例は

想定されていないため、納税義務者欄のみ備考欄の記載を削除していた

だきたい。

○ 5.0版 令和9年4月1日 ● 0120091更正(賦課)決定通知書(土地・家屋・償却資産)

0120092更正(賦課)決定通知書(土地・家屋)

0120093更正(賦課)決定通知書(償却資産)

0120094更正(価格)決定通知書(土地・家屋・償却資産)

0120095更正(価格)決定通知書(土地・家屋)

0120096更正(価格)決定通知書(償却資産)

納税義務者欄における送付先定義の削除 「（納税義務者情報）氏名又は名称」又は「（納税義務者情報-納税通知書等送付先情報）

氏名又は名称」のどちらかが印字されるもの、●●様（納税義務者）分といった記載もここに含ま

れる。

記載削除 質問 ①要件化又は修正について、賛否をご回答ください。また、適切な文言

があればその理由と併せてご回答ください。

②反対の場合、納税義務者欄に送付先を印字する事例がある等の理

由をご回答ください。

賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 ー 賛成 賛成 賛成 賛成 その

他

照会内容について回答する立場

にありません。

その

他

市町村の実務に関する

事項のため、回答を控

えます。

11 0 2 事務局方針のとおりとする。

※反対意見なし

4

減免決定通知書は納税者に送付する帳票のため、宛先にカスタマーバー

コードの印字が必要な認識です。

しかし諸元表を確認したところ、減免決定通知書についてはカスタマーバー

コードの定義がありませんでした。

諸元表にカスタマーバーコードの定義を追加いただけないでしょうか。

○ 5.0版 令和9年4月1日 ● ● 0120081減免決定通知書(土地・家屋・償却資産)

0120082減免決定通知書(土地・家屋)

0120083減免決定通知書(償却資産)

カスタマーバーコード追加 定義なし カスタマーバーコードを追加

項目名：カスタマーバーコード

実装区分：実装必須

諸元表：項目追加

レイアウト：カスタマーバーコードオブジェクト追加

質問 ①要件化又は修正について、賛否をご回答ください。また、適切な文言

があればその理由と併せてご回答ください。

②反対の場合、理由をご回答ください。

賛成 賛成 賛成 賛成 その

他

システムから発行される減免決定通知書

は使用する予定がないため、本件に関する

賛否について、回答できません。

賛成 賛成 ー 賛成 賛成 賛成 賛成 その

他

照会内容について回答する立場

にありません。

その

他

市町村の実務に関する

事項のため、回答を控

えます。

10 0 3 事務局方針のとおりとする。

※反対意見なし

5

『納税通知書（土地・家屋）（A4縦）』の場合、固定資産税の課税

標準額の合計欄のアルファベットが「D=A+B」となっており、Cが欠番してい

る状態です。一方、『納税通知書（土地・家屋）（納付書サイズ）』で

は順番通り合計欄が「C=A+B」となっているため統一した方がよいかと考

えます。

○ 5.0版 ー

（本帳票は標準オプション）

● ID0120065_納税通知書(土地・家屋)(A4縦) レイアウト上における固定文言の修正 D=A+B　他 C=A+B　他 その他項目もDをＣに変更したことにより、修正 報告 0 0 0 事務局方針のとおりとする。

※反対意見なし

6

一部が非課税である土地の評価証明書、公課証明、土地課税台帳に

ついて、次のとおり印字項目に追加をしていただけませんでしょうか。

・評価証明書　非課税地積及び課税地積

・公課証明書　課税地積

・土地課税台帳　課税地積

○ 5.0版 令和9年4月1日 ● 0120001土地(補充)課税台帳(閲覧用)

0120098資産証明書

0120101評価証明書(土地・家屋)

0120103公課証明書(土地・家屋・償却資産)

0120104公課証明書(土地・家屋)

新たに「課税地積」項目の追加 定義なし 課税地積項目を追加

項目名：課税地積（㎡）

実装区分：標準オプション

備考：印字する場合は「資産ごとの備考欄」に印字する。

型：数字型

桁数：8.2

質問 ①要件化又は修正について、賛否をご回答ください。また、適切な文言

があればその理由と併せてご回答ください。

なお、土地課税台帳及び公課証明書には既に「非課税措置の適用を

受ける地積（㎡）」を定義しております。「２帳票については上記項目で

充足する」、「２帳票に則り、他帳票も課税地積でなく非課税地積を印

字すべき」、「各帳票何れの項目も必要」等、ご意見いただけますと幸い

です。また、法令上や事務処理上、一部の帳票のみ追加が不適切等、

ご意見がございましたら記載ください。

②反対の場合、その理由をご回答ください。

なお、想定するデータ管理方式ではデータの管理が不可能等がございま

したら、本項目にご記載ください。

③【ベンダー向け】

要否については検討中ですが、採用された場合における実装可能時期

をご回答ください。

その

他

①課税地積の印字について賛成です。

なお、非課税の適用を受ける地積がある

ことから、非課税地積の印字は不要と考

えます。

②公課証明書、評価証明書、課税台

帳のいずれも課税地積を欄に印字し、備

考欄に現況地積を表示する方が望まし

いのではないかと考えます。

賛成 反対 課税地積の記載は不要と考えま

す。

ほとんどの土地は「現況地積」＝

「課税地積」となるものであり、左

記備考にも書いていただいていま

すが、仮に一部が非課税だった場

合には「非課税地積」の記載があ

れば充足するものと考えます。

様々な情報を載せることは、反っ

て分かりにくさを招きますので、本

市としては「非課税地積」の印字

のみで十分であり、「課税地積」

の印字には必要性は感じません。

賛成 ２帳票に則り、他

帳票も課税地積

でなく非課税地

積を印字すべき

その

他

固定資産税の賦課徴収事務にあたって

は、「証明書」への記載は不要であると思

われます。

ただし、登録免許税や相続税などの国税、

不動産取得税などの県税などにおいて、当

該事項の証明が必要であれば要件化すべ

きと考えます。県税はおいても、国税におい

て必要なのかどうか総務省においてご確認

いただきたい。

なお、国税については法務局・税務署ごと

においてなぜか取扱いが異なる場合がある

ため、税務システムの標準化を受けて国税

側での取扱いも統一していただきたいところ

です。

賛成 反対 地積+非課税地積で充足できるため、課税

地積の項目追加は不要と考えます。

賛成 賛成 土地と同様に家屋についても

本内容を記載していただける

のであれば、問題ありません。

なお、ベンダーには確認中で

す。

賛成 賛成 その

他

照会内容について回答する立場

にありません。

その

他

市町村の実務に関する

事項のため、回答を控

えます。

7 2 4 「地積」項目及び「非課税地積」項目にて充足するため、「課税地積」は追加しな

い方針とする。

7

同上 ○ 5.0版 令和9年4月1日 ● 0120098資産証明書

0120101評価証明書(土地・家屋)

新たに「非課税地積」項目の追加 定義なし 課税地積項目を追加

項目名：非課税地積（㎡）

実装区分：標準オプション

備考：印字する場合は「資産ごとの備考欄」に印字する。

型：数字型

桁数：8.2

質問 ①要件化又は修正について、賛否をご回答ください。また、適切な文言

があればその理由と併せてご回答ください。

なお、土地課税台帳及び公課証明書には既に「非課税措置の適用を

受ける地積（㎡）」を定義しております。「２帳票については上記項目で

充足する」、「２帳票に則り、他帳票も課税地積でなく非課税地積を印

字すべき」、「各帳票何れの項目も必要」等、ご意見いただけますと幸い

です。また、法令上や事務処理上、一部の帳票のみ追加が不適切等、

ご意見がございましたら記載ください。

②反対の場合、その理由をご回答ください。

なお、想定するデータ管理方式ではデータの管理が不可能等がございま

したら、本項目にご記載ください。

③【ベンダー向け】

要否については検討中ですが、採用された場合における実装可能時期

をご回答ください。

その

他

①課税地積の印字について賛成です。

なお、非課税の適用を受ける地積がある

ことから、非課税地積の印字は不要と考

えます。

②公課証明書、評価証明書、課税台

帳のいずれも課税地積を欄に印字し、備

考欄に現況地積を表示する方が望まし

いのではないかと考えます。

賛成 賛成 賛成 ２帳票に則り、他

帳票も課税地積

でなく非課税地

積を印字すべき

その

他

固定資産税の賦課徴収事務にあたって

は、「証明書」への記載は不要であると思

われます。

ただし、登録免許税や相続税などの国税、

不動産取得税などの県税などにおいて、当

該事項の証明が必要であれば要件化すべ

きと考えます。県税はおいても、国税におい

て必要なのかどうか総務省においてご確認

いただきたい。

なお、国税については法務局・税務署ごと

においてなぜか取扱いが異なる場合がある

ため、税務システムの標準化を受けて国税

側での取扱いも統一していただきたいところ

です。

賛成 賛成 ― 賛成 賛成 土地と同様に家屋についても

本内容を記載していただける

のであれば、問題ありません。

なお、ベンダーには確認中で

す。

賛成 賛成 その

他

照会内容について回答する立場

にありません。

その

他

市町村の実務に関する

事項のため、回答を控

えます。

9 0 4 賛成多数かつ「非課税地積」項目追加に伴い法令上や事務運用上における致命

的な不都合は意見として挙がらなかったため、当初想定のとおり土地課税台帳に

「非課税地積」を追加する。

なお、追加する項目の項目名は土地課税台帳を参考に以下のとおりとする。

項目名：非課税措置の適用を受ける地積（㎡）

実装区分：標準オプション

備考：印字する場合は「資産ごとの備考欄」に印字する。

型：数字型

桁数：8.2

また、一部の構成員から家屋における床面積も同様の取り扱いが必要である旨の

ご意見を踏まえ、同帳票に対し家屋課税台帳を参考に以下の項目を追加する。

項目名：非課税措置の適用を受ける床面積（㎡）

実装区分：標準オプション

備考：印字する場合は「資産ごとの備考欄」に印字する。

型：数字型

桁数：8.2

8

同上 ○ 5.0版 令和9年4月1日 ● 0120098資産証明書

0120101評価証明書(土地・家屋)

新たに「非課税地積の類型」項目の追加 定義なし 非課税地積の類型項目を追加

項目名：非課税地積の類型

実装区分：標準オプション

備考：印字する場合は「資産ごとの備考欄」に印字する。

型：全角

桁数：20

質問 ①要件化又は修正について、賛否をご回答ください。また、適切な文言

があればその理由と併せてご回答ください。

なお、土地課税台帳及び公課証明書には既に「非課税措置の適用を

受ける地積（㎡）」を定義しております。「２帳票については上記項目で

充足する」、「２帳票に則り、他帳票も課税地積でなく非課税地積を印

字すべき」、「各帳票何れの項目も必要」等、ご意見いただけますと幸い

です。また、法令上や事務処理上、一部の帳票のみ追加が不適切等、

ご意見がございましたら記載ください。

②反対の場合、その理由をご回答ください。

なお、想定するデータ管理方式ではデータの管理が不可能等がございま

したら、本項目にご記載ください。

③【ベンダー向け】

要否については検討中ですが、採用された場合における実装可能時期

をご回答ください。

賛成 賛成 賛成 賛成 ２帳票に則り、他

帳票も課税地積

でなく非課税地

積を印字すべき

その

他

固定資産税の賦課徴収事務にあたって

は、「証明書」への記載は不要であると思

われます。

ただし、登録免許税や相続税などの国税、

不動産取得税などの県税などにおいて、当

該事項の証明が必要であれば要件化すべ

きと考えます。県税はおいても、国税におい

て必要なのかどうか総務省においてご確認

いただきたい。

なお、国税については法務局・税務署ごと

においてなぜか取扱いが異なる場合がある

ため、税務システムの標準化を受けて国税

側での取扱いも統一していただきたいところ

です。

賛成 賛成 ― 反対 非課税には変わりない

が、現況と一致しない事

由で非課税措置されて

いる物件が存在する可

能性があるため、事由

の記載すると混乱を招く

ことから記載は不要であ

る。

賛成 土地と同様に家屋についても

本内容を記載していただける

のであれば、問題ありません。

なお、ベンダーには確認中で

す。

賛成 賛成 その

他

照会内容について回答する立場

にありません。

その

他

市町村の実務に関する

事項のため、回答を控

えます。

9 1 3 賛成多数かつ「非課税地積の類型」項目追加に伴い法令上や事務運用上におけ

る致命的な不都合は意見として挙がらなかったため、当初想定のとおり土地課税台

帳に「非課税地積の類型」を追加する。

なお、追加する項目の項目名は土地課税台帳を参考に以下のとおりとする。

項目名：非課税措置の類型

実装区分：標準オプション

備考：印字する場合は「資産ごとの備考欄」に印字する。

型：全角

桁数：20

また、一部の構成員から家屋における床面積も同様の取り扱いが必要である旨の

ご意見を踏まえ、同帳票に対し家屋課税台帳を参考に家屋においても同様に「非

課税措置の類型」を追加する。

9

土地「課税標準額」について、公課証明書のみ、敷地権割合で按分する

ことが記載されており、他の帳票では当記載がありません。

公課証明書のみ差がついている状況ですが、仕様として妥当か確認をした

いです。

○ 5.0版 令和9年4月1日 ● 0120104公課証明書(土地・家屋) 区分所有家屋における敷地権割合処理の

削除

項目1：固定資産税ー課税標準額

項目2：都市計画税ー課税標準額

備考：区分所有の場合、敷地権割合で按分した内容を出力する。

記載は削除 区分所有家屋の場合、地方税法が想定しているのは税額按

分方式ですが、それ以外に課評按分方式や高裁の判例もあ

る評価額保持方式も存在します。本記載は公課証明書にお

いて課評按分方式を強要記載する仕様となっており、仕様とし

て過剰なため、削除する方針にて検討しております。

質問 ①要件化又は修正について、賛否をご回答ください。また、適

切な文言があればその理由と併せてご回答ください。

②反対の場合、その理由をご回答ください。

賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 ー 賛成 賛成 賛成 提案どおり、記載を削除し

た場合、区分所有家屋に

おける敷地について、課税

標準額には按分前の課税

標準額のみが表示され、

按分後の課税標準額が記

載されなくなることを懸念し

ており、内部での検討に、

お時間を頂きたく。

その

他

照会内容について回答する立場

にありません。

その

他

市町村の実務に関する

事項のため、回答を控

えます。

10 0 2 事務局方針のとおりとする。

※反対意見なし

10

「補足資料(8.1.1.)_課税明細書（ファイルレイアウト）」通し番号

33,34の型・桁数/行欄が以下のとおりとなっています。

<通し番号33>

小分類：課税地積のうち上記以外の地積（㎡） 　型：n/m　桁数/

行欄：14/14

＜通し番号34＞

小分類：区分所有家屋の敷地の用に供する土地の持分割合　型：9V

桁数/行欄：1,3

こちら、以下の誤りではないでしょうか

<通し番号33>

小分類：課税地積のうち上記以外の地積（㎡） 　型：9V　桁数/行

欄：8,2

＜通し番号34＞

小分類：区分所有家屋の敷地の用に供する土地の持分割合　型：

n/m　桁数/行欄：14/14

○ 5.0版 令和9年4月1日 ● 課税明細書（ファイルレイアウト）における

型及び桁数誤記修正

変更前

<通し番号33>

小分類：課税地積のうち上記以外の地積（㎡） 　型：n/m　桁数/行欄：14/14

＜通し番号34＞

小分類：区分所有家屋の敷地の用に供する土地の持分割合　型：9V　桁数/行欄：1,3

＜通し番号125＞

小分類：区分所有家屋の持分割合　型：全角　桁数/行欄：8

変更後

<通し番号33>

小分類：課税地積のうち上記以外の地積（㎡） 　型：9V　桁数/行欄：8,2

＜通し番号34＞

小分類：区分所有家屋の敷地の用に供する土地の持分割合　型：半角　桁数/行欄：29

＜通し番号125＞

小分類：区分所有家屋の持分割合　型：9V　桁数/行欄：8,2

報告 0 0 0 事務局方針のとおりとする。

※反対意見なし

11

ファイル名称修正 ○ 5.0版 ー

（訂正のみ）

● 機能ID：0128014 行政区ごとに、当初賦課処理後または更正処理後に、固定資産税の納税通知書、課税明細書、

納付書、更正価格決定通知書（税額更正処理後の場合のみ。）、更正賦課決定通知書（税

額更正処理後の場合のみ）を一括または個別で発行できること。

行政区ごとに、課税明細書をCSV形式で出力できること。

行政区ごとに、当初賦課処理後または更正処理後に、固定資産税の納税通知書、課税明細書、納付書、更

正価格決定通知書（税額更正処理後の場合のみ。）、更正賦課決定通知書（税額更正処理後の場合の

み）を一括または個別で発行できること。

行政区ごとに、課税明細の一覧書をCSV形式で出力できること。

報告 0 0 0 事務局方針のとおりとする。

※反対意見なし

12

機能要件上における条文や追加年度があやまっている ○ 5.0版 令和9年4月1日 ● 機能ID:

0120339

0120342

機能要件上における条文や追加年度があ

やまっている

【備考】

以下の項目については、民法等の一部を改正する法律附則第1条第3号に規定する日から施行さ

れる。

・死亡の符号

・相続人申告登記（法定相続人として申出をした者の氏名･住所）

・会社法人等番号

・外国居住者の国内連絡先

・検索用情報

【備考】

以下の項目については、民法等の一部を改正する法律（令和3年法律第24号）附則第1条第3号に規定す

る日から施行される。

・死亡の符号

・相続人申告登記（法定相続人として申出をした者の氏名･住所）

・会社法人等番号

・外国居住者の国内連絡先

・検索用情報

報告 ご意見がございましたら自由に記載してください。 照会内容について回答する立場

にありません。

異論ございません。 0 0 0 事務局方針のとおりとする。

※反対意見なし

なお、機能ID：120346は機能を分割して要件化することとする。

13

機能要件上における誤記を訂正してほしい ○ 5.0版 ー

（訂正のみ）

● 機能ID:0120098 誤記訂正 ・合併前_市町村コード ・合併前_市区町村コード 報告 0 0 0 事務局方針のとおりとする。

※反対意見なし

14

機能要件上における誤記を訂正してほしい ○ 5.0版 ー

（訂正のみ）

● 機能ID:0120135 誤記訂正 ・合併前市町村コード ・合併前_市区町村コード 報告 0 0 0 事務局方針のとおりとする。

※反対意見なし

15

新規機能要件における要件の考え方・理由表記を修正してほしい ○ 5.0版 ー

（訂正のみ）

● 機能ID:0120354 表記修正 同上 地方団体と国税局・税務署の照会・回答に関して必要な情報をやり取りするための要件として定義している。地

方税共同機構より公表される「eLTAX５期更改における見積参考資料」及び「eLTAX５期更改に係る仕様

書」を以て、取込機能を示すこととする。

報告 0 0 0 事務局方針のとおりとする。

※反対意見なし

16

新規機能要件における要件の考え方・理由表記を修正してほしい ○ 5.0版 ー

（訂正のみ）

● 機能ID:0120355 表記修正 同上 地方団体と国税局・税務署の照会・回答に関して必要な情報をやり取りするための要件として定義している。地

方税共同機構より公表される「eLTAX５期更改における見積参考資料」及び「eLTAX５期更改に係る仕様

書」を以て、通知機能を示すこととする。

報告 0 0 0 事務局方針のとおりとする。

※反対意見なし

17

機能要件上における誤記を訂正してほしい ○ 5.0版 令和9年4月1日 ● 機能ID:0120180 誤記訂正 事業所別に申告があった場合でも、本社にまとめて価格決定できる機能であり、各支社（店）で

申告されたデータも管理（設定・保持・修正）すろとともに、合算処理できる機能も実装必須機能

と整理した。

事業所別に申告があった場合でも、本社にまとめて価格決定できる機能であり、各支社（店）で申告された

データも管理（設定・保持・修正）するろとともに、合算処理できる機能も実装必須機能と整理した。

報告 0 0 0 事務局方針のとおりとする。

※反対意見なし

18

様式の号数および区分を削除していただきたい ○ 5.0版 令和9年4月1日 ● ● 0120011償却資産申告書(償却資産課税台帳)(専用紙かつ複写式)

0120012償却資産申告書(償却資産課税台帳)(専用紙)

0120013償却資産申告書(償却資産課税台帳)(汎用紙)

0120015種類別明細書(全資産用・プレ申告用)(専用紙かつ複写式)

0120016種類別明細書(全資産用・プレ申告用)(専用紙)

0120017種類別明細書(全資産用・プレ申告用)(汎用紙)

0120018種類別明細書(増減資産用)(専用紙かつ複写式)

0120019種類別明細書(増減資産用)(専用紙)

0120020種類別明細書(増減資産用)(汎用紙)

0120021償却資産課税台帳(閲覧用)

0120022種類別明細書(閲覧用)

レイアウト上における固定文言の削除 ・償却資産申告書/償却資産課税台帳

第二十六号様式（提出用）（用紙日本産業規格A４・草色）（第十四条関係）

・種類別明細書（全資産用・プレ申告用）

第二十六号様式別表一（提出用）（用紙日本産業規格Ａ４・草）（第十四条関係）

・種類別明細書（増減資産用）

第二十六号様式別表二（提出用）（用紙日本産業規格Ａ４・赤色）（第十四条関係）

それぞれレイアウト上の記載削除 質問 ①要件化又は修正について、賛否をご回答ください。また、適

切な文言があればその理由と併せてご回答ください。

②反対の場合、その理由をご回答ください。

賛成 賛成 賛成 賛成 その

他

義務者や税理士等との意思疎通のため、

それぞれ先頭の「第二十六号様式」「第二

十六号様式別表一」「第二十六号様式

別表二」の記載は残していただきたいです。

それ以降の「（提出用）（用紙日本産

業規格A４・～」の記載削除は賛成です。

賛成 反対 「様式の号数および区分を削除していただき

たい」という要望の趣旨が記載されておらず

明らかでないため、項目を削除すべき合理

的な理由がないため。

賛成 反対 様式の号数と区分をなぜ削

除するのか理由が知りたいで

す。

申告書の「提出用」と「控用」

の見分けがつかなくなるため残

してほしいです。

賛成 賛成 その

他

照会内容について回答する立場

にありません。

その

他

市町村の実務に関する

事項のため、回答を控

えます。

8 2 3 本改正要望は、帳票の省令化に伴い、当該帳票における号数が将来的に変更と

なる可能性がありうること及び標準化対応する他省令様式帳票にて帳票レイアウト

内に号数及び区分の記載がないことに対し、平仄を合わせるという観点からの修正

としている。

構成員より一定の反対意見をいただいているが、下記のFAQに記載のとおり、固定

文言や実務上必要な管理項目であればレイアウト外へ印字することは可能である

という見解を示しており、各自治体の判断で必要に応じて現在と同位置に号数を

記載する等の施策を講じていただく前提で、当該記載は削除する方針とする。

（参考：FAQNo.31、No.33、No.8322）

19

機能要件上における誤記を訂正してほしい ○ 5.0版 令和9年4月1日 ● 機能ID:0128003 機能要件上における項目番号の修正 項番：1.2.1. 項番：2.2.1. 報告 0 0 0 事務局方針のとおりとする。

※反対意見なし

20

資産を有する納税義務者の方から文字サイズやレイアウト、フォントの見に

くさについて、選択可能とするよう規定の緩和を検討していただきたい。

○ 5.0版 令和9年4月1日 ● 帳票に印字する文字フォトの緩和 帳票に印字する文字フォントが不明瞭 氏名等の文字フォントについては、ＩＰＡＭＪ明朝フォントで出力すること。

氏名等以外の文字フォントについては任意とする。

【備考】

データ要件・連携要件標準仕様書（総論）より、経過措置として「戸籍等システム以外のシステムは、従来の

文字セットを、行政事務標準文字と対応させて保持することで、従来の文字セット、文字コード及び文字フォント

を使用することを経過措置として可能とする。」としている。

現状、データ要件・連携要件標準仕様書では氏名等以外の

項目のフォントは任意とされているものの、税務共通の標準仕

様書において、IPAmj明朝フォントで出力することを定義して

いるため、実質明朝でしか帳票は出力出来ない仕様となって

おります。これをデータ要件・連携要件標準仕様書同様の記

載ぶりに落とすことで一定程度市町村の裁量にゆだね、読みや

すい文字の導入ができるのではないかと考えております。

なお、本機能要件は税務共通標準仕様書に定義される予定

です。固定資産税の所管課からご意見を頂戴したため、本

WTにて意見照会させていただいております。

質問 ①要件化又は修正について、賛否をご回答ください。また、適

切な文言があればその理由と併せてご回答ください。

②反対の場合、その理由をご回答ください。

賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 ー 賛成 賛成 賛成 賛成 その

他

照会内容について回答する立場

にありません。

賛成 異論ございません。 12 0 1 事務局方針のとおりの内容にてFAQに追加する。

※反対意見なし

21

相当税額における定義が不明瞭なため、定義を明確化していただきたい ○ 5.0版 令和9年4月1日 用語集　No81 用語集上の定義修正 １筆、１棟又は1品ごとの課税標準額に税率を乗じたもの。 １筆、１棟又は1品ごとの課税標準額に税率を乗じたもの。

なお、本標準仕様書においては、軽減及び減免後の額を相当税額として定義している。

なお、本記載は税務システム標準仕様書用語集に追記され

る予定です。

質問 ①要件化又は修正について、賛否をご回答ください。また、適

切な文言があればその理由と併せてご回答ください。

②反対の場合、その理由をご回答ください。

その

他

区分所有の場合、マンション一棟のことを

指すのか、専有部分ごとの区分に応じた

相当税額を指すのかが分かりづらいで

す。専有部分ごとの区分に応じた相当税

額と記載された方が望ましいと考えます。

また、税額は課標を合算、1000円未満

切り捨ての上算出することから、あくまで

概算にすぎないことを明記した方がよいの

ではないでしょうか。

減免税額は人的減免のケースもあること

から、軽減税額分まで考慮した金額とす

るべきではないでしょうか。

賛成 賛成 賛成 賛成 共用土地の場合、税相当額にはさらに持

分割合を乗じるものと想定しています。

１筆、１棟又は1品ごとの課税標準額に

税率を乗じたもの。

※共用土地の場合はさらに持分割合を乗

じたもの。

なお、本標準仕様書においては、軽減及

び減免後の額を相当税額として定義して

いる。

賛成 賛成 ー 賛成 賛成 証明書には、減免及び軽減

事由を記載できる仕様にして

いただきたい。

賛成 賛成 その

他

照会内容について回答する立場

にありません。

賛成 異論ございません。 11 0 2 軽減及び減免前後いずれの値でも印字可とするため、用語集は修正しない方針と

する。

22

現在、地方税共同機構が中心となって納税通知書の電子化の検討を進

めております。当初予定では副本形式で電子納税通知書を送付するた

め、正本形式の紙媒体納税通知書は現状と同様送付する整理としており

ますが、今後電子納税通知書が正本となることも念頭に検討を進めており

ます。電子納税通知書を実装するに伴い、追加が必要な管理項目につ

いて報告します。

○ 5.0版 令和9年3月1日 ● ● 0120062,0120063：納税通知書(土地・家屋・償却資産)

0120064,0120065：納税通知書(土地・家屋)

0120066,0120067：納税通知書(償却資産)

「電子納税送付希望」の創設 該当項目なし ・「電子納税送付希望」項目を諸元表及びレイアウトに追加

・「電子納税用QRコード」項目を諸元表及びレイアウトに追加

「電子納税用QRコード」項目に係る仕様は地方税共同機構

と協議中です。後日改めて周知させていただきます。

質問 ①要件化又は修正について、賛否をご回答ください。また、適

切な文言があればその理由と併せてご回答ください。

②「現行の宛名欄だけで充分である」、「用紙校正上、欄を設

ける猶予はない」等の反対意見がございましたら記載してくだ

さい。

③【ベンダー向け】

要否については検討中ですが、採用された場合における実装可

能時期をご回答ください。

賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 項目の追加は賛成です。

項目の内容ですが、電子通知の対象となっ

ていることが端的に分かる表現が望ましいと

考えます。希望申請を承認済みの案件につ

いて、備考欄に「電子納税通知書の送付対

象です。」等の文言を印字する、という案を

挙げさせていただきます。なお、「電子納通用

QRコード」の仕様等が固まりましたら、印字

位置についても、ご周知いただけますと幸い

です。

賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 項目追加における項目名等に特

段の意見はありません。

その

他

市町村の実務に関する

事項のため、回答を控

えます。

12 0 1 事務局方針のとおりとする。

※反対意見なし

23

個人分と共有分の固定資産を所有している納税義務者の場合、セットで

送付される納税通知書と課税明細書の宛名欄の表示が異なることで混

乱を招くため、納税通知書のレイアウトに対し、納税者義務者欄の枠を追

加していただきたい。

○ 5.0版 令和9年4月1日 ● ● 0120062,0120063：納税通知書(土地・家屋・償却資産)

0120064,0120065：納税通知書(土地・家屋)

0120066,0120067：納税通知書(償却資産)

「納税義務者欄の枠」の創設 該当項目なし 「納税者義務者-氏名（名称）」及び「納税者義務者-住所（所在地）」欄を諸元表とレイアウトにそれぞれ

追加

※宛名項目の備考に「宛名欄に印字する～」を補記

本要望を成案した場合、更正決定通知書と同等の印字項目

にて定義する想定です。

質問 ①要件化又は修正について、賛否をご回答ください。また、適

切な文言があればその理由と併せてご回答ください。

②「現行の宛名欄だけで充分である」、「用紙校正上、欄を設

ける猶予はない」等の反対意見がございましたら記載してくだ

さい。

③【ベンダー向け】

要否については検討中ですが、採用された場合における実装可

能時期をご回答ください。

その

他

帳票サンプルのサイズ感は現実味があり

ません。窓枠に宛名を印字することから、

一定の印字スペースが必要です。これを

踏まえた上で今回の欄を追加することは

できないと考えます。欄の追加は賛成で

すが、追加する場合、全体的に帳票のス

ペース、フォントサイズ、文字数等の見直

しが必要ではないかと考えます。

賛成 賛成 賛成 その

他

自治体の運用方法により要否が異なると

思われます。標準オプション項目とした方が

適当ではないでしょうか。

賛成 反対 当該項目は宛名欄で充足していると考えま

す。（宛先と納税義務者名が一致しない

（納税管理人等への送付）場合でも、〇

〇様分という形で納税義務者名を印字する

ため）

また、レイアウト案でも枠は非常に小さくなっ

ており、新たに納税義務者欄を設けるスペー

スの余裕はないと考えます。

反対 納税義務者ごとに納税

通知書を発行する。

用紙校正上、これ以上

欄を設ける余地はな

い。

賛成 当市では、「単独」と「共有」の

納税通知書を別々に送付を

行っているため問題はないが、

「納税義務者」の印字枠は

あっていいと思います。しかし、

所有者に納税管理人が設定

されている場合は「納税義務

者」枠には誰が印字されるの

でしょうか。

賛成 賛成 賛成 ②「納税者義務者-氏名（名

称）」及び「納税者義務者-住

所（所在地）」欄を１行づつ追

加されておりますが、共有者を全

て（または一部）記載している

団体においても１行に統一される

想定でしょうか（例えば「共有代

表者　外１名」等として）

具体的な宛名部分と本項目の

想定印字例などご提示頂ければ

幸いです。

その

他

市町村の実務に関する

事項のため、回答を控

えます。

8 2 3 宛名欄等で充足するため、納税通知書のレイアウト上に別途納税義務者欄は設

けない方針とする。

24

家屋の現況情報「主たる用途区分」及び「建物全体の用途区分」につい

て、基本データリストにおける項目説明欄に「経年減点補正率表の分類」

が追加された。本記載に伴い、機能要件上の表記を修正していただきた

い。

○ 5.0版 ー

（補記のみ）

● 機能ID:0120290 表記の修正 ＜備考列＞

・「経年減点補正率の適用区分としての用途」等の評価額計算に係る情報について、標準化検討

対象外であるが、固定資産税システムで実装することとしてもよい。

＜備考列＞

・「経年減点補正率の適用区分としての用途」等の評価額計算に係る情報について、標準化検討対象外であ

るが、固定資産税システムで実装することとしてもよい。

現況上の用途が標準化対象外に読める記載となっていたた

め、本修正を実施。

報告 0 0 0 事務局方針のとおりとする。

※反対意見なし

25

諸元表上の「事業種目コード」項目とデジタル庁データ要件上の「事業種

目コード」項目（No.01201514）とでデータ型及び桁数が一致していな

い。多くの事業者がデータ要件を参照の上開発していることを想定し、仕

様を統一する。

○ 5.0版 令和9年4月1日 ● 0120011償却資産申告書(専用紙かつ複写式)

0120012償却資産申告書(専用紙)

0120013償却資産申告書(汎用紙)

0120021償却資産課税台帳(閲覧用)

事業種目コード項目における桁数及び型の

修正

桁数：４

データ型：全角

桁数：３

データ型：半角

報告 0 0 0 事務局方針のとおりとする。

※反対意見なし

なお、事業者による要望を踏まえ、諸元表の内容欄に記載例「A01（日本標準

産業分類より、農業）」を加筆する。

最終方針賛成 反対 その他

K市 L団体 M団体F市 G市 H市 I市 J市A市 B市 C市 D市 E市

#

標準仕

様書へ

の反映

時期

備考適合基準日 要件（変更後）
改正・要望内容

（※※こちらに団体名ご記載ください※※）ご意見
標準仕

様書へ

の反映

仕様書分類

要件No 要件名 要件（変更前）



26

「支援措置対象者等の住所に代わる事項」は納税義務者マスタ上も管

理することとしているため、機能要件上の表記を修正するべきではないか

○ 5.0版 令和9年4月1日 ● 機能ID:0120250 表記の修正 土地登記情報マスタ又は家屋登記情報マスタに「支援措置対象者等の住所に代わる事項」が設

定されている固定資産についての証明書等を発行する際は、住所に代わる事項が印字されること。

土地登記情報マスタ、家屋登記情報マスタ又は納税義務者マスタに「支援措置対象者等の住所に代わる事

項」が設定されている固定資産についての証明書等を発行する際は、住所に代わる事項が印字されること。

報告 0 0 0 事務局方針のとおりとする。

※反対意見なし

27

法務局から検索情報が現在標準仕様書上で定義している項目にて確定

である旨の通達がされたため、要件の考え方・理由に記載の検討事項を

削除してほしい

○ 5.0版 ー

（補記のみ）

● 機能ID:

0120330

0120332

要件の考え方・理由の修正 本項目は機能ID:0120002に規定する検索用情報に含まれるとの意見もあったが、当該項目の

詳細について法務局から示されておらず、実装区分も異なる整理とする想定であるため、改めて要

件化する。なお、機能ID：0120267に規定する権利者情報（住所、氏名、持分）と同等の項

目として実装区分を実施必須としているものの、事業者のリソースを鑑み、実装区分は「実装必須

機能（※）」とする。

本項目は機能ID:0120002に規定する検索用情報に含まれるとの意見もあったが、当該項目の詳細について

法務局から示されておらず、実装区分も異なる整理とする想定であるため、改めて要件化する。

なお、機能ID：0120338に規定する権利者情報（住所、氏名、持分）と同等の項目として実装区分を実

施必須としているものの、事業者のリソースを鑑み、実装区分は「実装必須機能（※）」とする。

機能ID：0120332も類似の修正 報告 0 0 0 #2の検討結果、本機能要件は機能ID：0120267に統合するため、「要件の考

え方・理由」の記載含め本機能要件自体を削除する。

28

土地（補充）課税台帳には「持分」項目が規定されているが、家屋（補

充）課税台帳には規定が無い。どちらに合わせるべき。

○ 5.0版 令和9年4月1日 ● 0120007 家屋課税台帳における持分項目の追加 なし 大分類：登記情報

小分類：持分

備考：共有所有の場合は、持ち分を備考に印字する。

質問 前回WTにて賛成多数により「持分」は追加する予定です。「持分」を追

加することにより、追加で懸念や反対意見があれば改めてお示しください。

なお、本帳票は納税義務者単位で出力するものであることを申し添えま

す。

賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 その

他

本市は機能要件には準拠しないため、共有

名義の場合に、申請者（納税義務者）の

共有持分のみを課税台帳に印字できる設

計にはなっておりません。そのため、共有者氏

名表を添付することで、これに代える方向で

検討します。

賛成 反対 実際の持ち分と課税持ち分が

異なっている場合、台帳に印

字されていると所有者トラブル

を引き起こす可能性があること

を懸念しています。

賛成 賛成 その

他

照会内容について回答する立場

にありません。

賛成 異論ございません。 10 1 2 賛成多数かつ本項目追加に伴い法令上や事務運用上における致命的な不都合

は意見として挙がらなかったため、当初想定のとおり家屋課税台帳に「持分」項目を

追加する方針とする。大分類：登記情報小分類：持分備考：共有所有の場合

は、持ち分を備考に印字する。

29

桁数とデータ型の平仄を修正してほしい ○ 5.0版 令和9年4月1日 ● 0120001土地(補充)課税台帳(閲覧用) 持分項目における桁数及び型の修正 桁数：11

データ型：全角

桁数：29

データ型：半角

報告 0 0 0 事務局方針のとおりとする。

※反対意見なし

30

更正決定通知書における期別税額移行の項目は各期別ごとに出力する

レイアウトとしているため、繰り返し数を修正する必要があるのではないか。

○ 5.0版 令和9年4月1日 ● 0120091更正(賦課)決定通知書(土地・家屋・償却資産)

0120093更正(賦課)決定通知書(土地・家屋)

0120095更正(賦課)決定通知書(償却資産)

繰り返し数の修正 繰返数：１

なお、以下の項目すべてにおいて共通

各期の更正前額

各期の更正後額

各期の増減額

各期の収納済額

各期の更正後納付額

各期の差引税額

各期の納期限

繰返数：6

なお、以下の項目すべてにおいて共通

各期の更正前額

各期の更正後額

各期の増減額

各期の収納済額

各期の更正後納付額

各期の差引税額

各期の納期限

報告 0 0 0 事務局方針のとおりとする。

※反対意見なし

31

公課証明書（土地・家屋・償却）における項目名欄、印字可能明細数

の想定の確認

○ 5.0版 令和9年4月1日 ● 帳票ID0120103_公課証明書(土地・家屋・償却資産) 土地家屋または償却資産のみ資産がある

納税者における公課証明書出力仕様の想

定

質問 各構成員いずれで想定しているかご回答ください。

①レイアウトに示すとおり

②最大５明細出力する可変式

③その他

その

他

③その他

所在地に償却資産の種類（構造物、

知事配分等）も印字するようにタイトル

を変更する。その上で、種類別に１明細

づつ印字する。印字しない項目は*等で

表現する。所有する資産分のみ表示す

る、とレイアウトを変更することで、土地、

家屋の物件単位と同様に印字できるの

ではないかと考えます。

現状案の明細は非常に見づらく、変更す

べきであると考えます。

賛成 その

他

本帳票は標準オプション帳票であ

り、本市システムでは実装されて

いないため、使用想定なし。

賛成 ② その

他

本市は公課証明書（土地・家屋）を使

用する予定であり、同（土地・家屋・償却

資産）は使用する予定がないため、本件

に関する賛否について、回答できません。

ページ数はなるべく少ない方が

よいので、②で想定している。

しかし証明発行の担当に確認

したところ、償却資産の公課証

明を発行したことはないとの回

答があったため、そもそも償却

資産の欄の必要性がないよう

に思う。

その

他

本市においては、公課証明書（土地・家

屋）、公課証明書（償却資産）を使用

し、当該帳票は使用しない予定です。

➁土地家屋のみ所有し

ている義務者が大半の

ため、最大５件出力で

きるようにしたい。

その

他

当市では証明書を「土地・家

屋」と「償却資産」で分けてい

る証明書を使用しているため,

直接関係ないが、もし使用す

るのであれば②最大５明細

出力する可変式のほうが一枚

に印字できる物件も増える

し、対象がないのに償却資産

の項目があるのは混乱を招く

恐れがあるためいいかと思いま

す。

賛成 賛成 ①、②いずれでも問題あり

ません。

その

他

照会内容について回答する立場

にありません。

その

他

市町村の実務に関する

事項のため、回答を控

えます。

4 0 7 協議の結果、諸元表の繰り返し数を最大出力可能明細数である５に修正する。

32

更正決定通知書における期別税額移行の項目は各期別ごとに出力する

レイアウトとしているため、繰り返し数を修正する必要があるのではないか。

○ 5.0版 令和9年4月1日 ● 0120062,0120063：納税通知書(土地・家屋・償却資産) 納期限項目の桁数修正 桁数：11/6 桁数：11 報告 0 0 0 事務局方針のとおりとする。

※反対意見なし

今までの協議の結果、公課証明書（土地・家屋・償却資産）はレイアウト上、

１明細目：土地家屋における項目名を明示

２名細目：印字領域

３名細目：印字領域

４名細目：印字領域

５明細目：償却資産における項目名を明示

６名細目：印字領域

としております。土地家屋もしくは償却資産のみの納税義務者において、各明細にどのような印字をする想定かご回答ください。

以下のいずれの事例を想定しております。

①レイアウトに示すとおりに印字する（この場合、証明書１枚につき土地家屋は最大３明細、償却資産は最大１明細）

②いずれかしかない納税者の場合、該当する資産のみ項目欄を（この場合、１枚につき土地家屋と償却それぞれで最大５明細）

③その他


